
ま ち づ く り に つ い て の

じ み ～ な

お  願  い

自治体へのとりあえずの連絡先は・・・

北九州市　コールセンター

（受付：8 時 30 分～20 時　※正月三が日を除く）

電話：０９３－５８２－４８９４

FAX ：０９３－５８２－３３１８（24 時間）



野鳥・巣箱・犬・猫・里親・

こどもたち・きっかけ・街路樹・

身体障害・まなび・良識・配慮・

役割・思いやり・愛のかたち・自治会・

改善・結び付き・縁・発想・活かす・

好き・得意・興味・発見・発掘・

試み・産業・創生・悟り・体験

誰かに語られることがなくても

自分の物語を描いてみましょう

まちの物語をつくってみましょう

健全な方向性で・・・

想いと振る舞いが まちの質をつくります

※以降で使用している不具合写真の場所は関係先への連絡後に概ね改善されています



少 々 考 え て や っ て く だ さ い

◎まち美化ボランティア袋

・この様な使い方は明確に禁止されています。

・カラスさん等の餌あさりでゴミの散乱につなが

　る可能性もあり、まちの美観を損なったり事故

　につながる恐れもあります。

・趣旨は概ね理解出来ますが、自治体や自治会と

　協議して、ルール違反にならず正式な試験や設

　置となる様なやり方で試みられることをお勧め

　します。

・これ以外の禁止されている目的での利用も多々

　見受けられますが、自治体ももう少し配布や管

　理の方法を検討されるべきかなと思います。

◎自治体と関連した事業は一層の責任感を持って

・美観も損ね事故につながる恐れのある状態を平
　然と放置しながら地域活動を謳う事業もある様
　です。

・管理監督出来ていない自治体等にも大きな問題
　がありますが、特定の団体の余興的な内容や自
　治体予算消化のための事業等は出来るだけやめ
　ましょう。

・自治体からの補助や助成が入ったり公共の場や
　物を利用した事業は良識と一層の責任感を持っ
　て実施する様にしましょう。
　やりっぱななしはいけません。

◎自治体名の入った看板や可搬型の柵がほぼ不法

　投棄状態にあった現場の写真です。

・自治会を含め、自治体からの事業を請け負う業

　者（団体）は、単に依頼内容だけでなく周辺部

　分についてもそれなりの社会常識と良識を持っ

　て事に当たっていただきたいと思います。

・依頼側と請け負う側が共に抜けている様では、

　お話になりません。事業実施を通じてお互いに

　質を高め合う様な関係を築いていただければと

　思います。



◎漏水

民間の管理地内であっても直ぐに管理者に連絡が

とれない様な場合や自治体管理の境界が不明な場

合は、とりあえず自治体に通報してあげてくださ

い。

◎放置自転車

・コンビニ駐車場にも度々放置されることがあり

　多くは数日経過後に敷地外に移動させている様

　です。これはコンビニ事業者と自治体等が何ら

　かのルール作成に向けて動くべきだと思います

　が、それはない様です。

・コンビニ等が処理に困って敷地外に出すのも大

　きな問題ですが、敷地外に出したら放置自転車

　として自治体に連絡してあげてください。

・また逆に、公道上の放置自転車を通報しても、

　どなたかが近くの私有地に持って行ってくれた

　りすると、警告ラベルの貼付や以降の処理が出

　来なくなります。これも少々問題です。

◎公道上の設置物に関係した不具合

・まちには通信・電力・交通に関した様々な柱が

　立てられていますが、本来の管理者による適切

　な管理が行われている訳ではありません。

　よって事故等に繋がりかねない様な不具合は気

　付いた人が速やかに連絡してあげてください。

・根元の地面の極端な凹みや、金属製であれば主

　に根元の腐食、写真の様な貼紙防止シートの剥

　がれや金属製バンドが破損して大きく飛び出し

　ているなど。

・公道上の設置物の不具合は、本来の管理者に関

　係なく自治体に通報してやってください。

　（電力BOX・交通標識・歩道柵等も含む）



◎交通系事業者の設置物等の不具合も

・写真はバス停の案内板の破損状態です。

　透明板が外れて散乱している現場もあり、危険

　回避のために近くの駐車場の角にどなたかが避

　けてくれている状況もありました。しかし風で

　飛ばされて歩道上に出て来ていました。

　歩行者が踏んでしまうと滑って転倒、あるいは

　風で飛ばされて人や物に当たり大きな事故にな

　る可能性もあります。（硬い板なので）

　個人的にも何度か事業者へ改善を促しています

　が根本的な対策が行われることはありません。

・民間業者の設置物であっても、危険性がある場

　合は歩道上の安全確保という意味で、速やかに

　自治体に通報してやってください。

◎のぼり旗

・公道上の設置や公共物への取付は法令違反で、

　基本的に店舗等の敷地内に設置してください。

・特に歩道上の車道側に設置してはいけません。

　車からも歩行者からも死角を作ることになり、

　もしもの時の被害拡大に繋がります。

・倒れたり台が歩道の中央に置かれている現場も

　見受けられます。適切に管理してください。

・狭い道の交差点の角に設置されているカーブミ

　ラー等の柱に取り付けたりもある様ですが、

　出会い頭の事故を誘発する犯罪と同じです。

◎点字ブロックの破損

・シート状のものは踏んで滑ったりして危険

・ブロック状で埋め込まれた物も極端な浮きや沈

　みがあると、つまずいて転倒に至る可能性があ

　るので危険

・一般的な点字ブロックの凹凸差を大きく超える

　様な段差が出来ている、あるいはシート状の物

　が滑りやすい状態で剥がれているなどで危険と

　判断出来る場合は速やかに自治体に通報して

　やってください。



◎自治会等が設置する看板

・屋外広告物に関する法令があり、いろんな手

　続きや制限等が設けられています。

　しかし校区や町の自治会等が設置する広告物

　に関しては自治体関連の広告物として規制対

　象から外されている様です。

　だからと言って法令の趣旨を逸脱したり管理

　責任まで除外されては困ります。

・意味のない看板は設置しない

・設置物は適切に管理し不具合のある物は速や

　かに補修や撤去を行う様に改善を試みていた

　だければと思います。

◎車道への段差解消ブロック等設置

・無許可でのこれらの設置は法令違反

・概ね適切な管理も無く無責任な放置状態

・自転車やバイクにとっては極めて危険

・排水用の穴を塞いでいる所もあり、僅かな範

　囲とはいえ災害時の被害拡大につながる恐れ

　もある

◎北九州市民憲章

多くの人にとっては直接関係のない、どうで

もいい内容だと思いますが・・・

地域や社会への関わり方や貢献等を考えてお

られる方は、ひとつの切り口としてみられて

はいかがでしょうか。

自治会を含む自治体関連の職や事業に携わる

方達や地域に根差す事業者は、無理のない範

囲で模範を示す様な役目を担っていただけれ

ばと思います。



検 討 して み ません か？　 事 業 の 質 の底上げ

◎病院（医療）

１）患者の状態に関する情報は基本的に本人に戻してあげましょう

　　　特に数値や画像で得られる情報は患者本人が後で確認出来る様にしてあげましょう。

　　　例えば歯科では歯周ポケットや虫歯の位置と各値、眼科では視力・視度など、一般的に

　　　初診時に検査する内容、そして症状に応じた検査で得られた画像やグラフなど。

　　　昨今に於いては検査機等からの印刷出力や手書きであってもコピー等は微々たる経費と

　　　微々たる時間しかかからないと思います。

　　　患者側から必要ないとの申し出があれば別ですが・・・。

　　　情報の見方の説明や診察内容が付いていればかなりの配慮ですが、たとえ患者自身がよく

　　　わからなくても、その周りの人が説明してくれるかも知れませんし、自身で調べたりして

　　　新た知識を得るかも知れません。

　　　診察時だけの数値や画像と口頭説明だけでは、サービスとしてはあまりにも雑過ぎます。

　　　自分に関する情報は確認したい時に確認出来る様にしてあげておくことが大切です。

　　　別料金で情報を出すというのが一般的なのかも知れませんが、そんなケチ臭い事はやめて、

　　　この地域ではどの病院でも一定の質の情報を持ち帰る事が出来て、地域としての信頼感を

　　　得られる様な、そんな取り組みに挑戦することは出来ないでしょうか？

２）不安を煽ったり説明不足のまま他の事業の利用へ誘導する様なことはやめましょう

　　　昨今は病院に関連事業を併設し、症状に対する不安を煽ったり必要性の説明も行わずに関

　　　連事業等の利用へ誘導する様な事業者も多々ある様です。

　　　この地域に於いては、そういった行為はやめましょう。

◎建設等の現場

・軽い柵に建築計画の表示板が取り付けられ、風で

　倒れた様で歩道側に大きくはみ出したまま放置さ

　れていました。

　柵は本来の使い方ではありませんし、軽いので風

　を受ける物が付いていれば倒れる事は容易に予見

　できます。少なくとも、もし倒れても歩道内に入

　らない様にしておくべきです。

　歩行中の人に倒れかかると怪我をする可能性もあ

　ります。

　管理者は小倉の業者でしたが、大した問題視もさ

　れていない様でした。こんな杜撰な仕事や管理は

　やめましょう。

・また建設現場では様々な薬品を含んだ物が敷地内

　に置かれることがありますが、猫や鳥がつい口に

　して死に至る事故も起こっているので、充分に気

　を付けてやっていただきたいと思います。



◎飲食店の衛生

事業内容に関しては法令に従い一定の基準で営まれていると思います。

一旦許可を得ると、運転免許や責任者資格同様に法や義務を軽視する様になる傾向にありますが、

客に健康被害が起きない様に、また不快な思いをさせない様に、充分に気を付けましょう。

特に見落とされるのが異物混入で、中でも軽視されがちなのが毛の類です。

服や肌に付着したものが落ちることもあります。

客の有無に関わらず、頭にも服装にもしっかり気を使いましょう。

店舗内に動物がいる場合も要注意です。

◎店舗には本を置きましょう

お客に待ち時間が出来る様な店舗では、自由に閲覧出来る本を置きましょう。

事業内容に関連する内容でも、店主の趣味に関した内容でも、無作為な内容でも・・・。

大人にも子どもにも、何かの切っ掛けになるかも知れません。

◎コンビニ店・スーパー・小規模のお持ち帰り食品販売業

店舗周辺の道や近くの公園等を時々見てやってください。

自店に関したゴミは捨てられていないでしょうか。

お客のモラルの問題ですが、それはそれとして、量や捨て方が少々酷い状況と思えたら、事業本

部等に相談や対策の検討を依頼してみてください。

また同種の事業者が集まった様な場であれば、場の管理者等を加えて皆さんで対策等を検討され

てみてはいかがでしょうか。

地域には公園利用や散歩中のゴミを拾ったりして、個人的にまちの清掃を行ってくれている人が

います。そんな方々との連携や、祭り上げではない謝意の表明なども含めて、人や地域とのつな

がりを持って何か出来る事がある様な気もします。

◎損得を煽ったり事実誤認を招く様な表現を使った営業行為はやめましょう

◎保育園・幼稚園等

園児を連れて近くの公園等に出かける事も多いと思いますが・・・

遊ぶ前の遊具等の点検は行ってくれていますか？

また不具合を発見したら自治体へ知れせてくれていますか？

送迎バスを出している園も多いと思いますが、人の往来の有無に関わらず歩道上での挨拶は道を

塞がない様な形で行いましょう。そしてその理由も園児や保護者に知ってもらいましょう。

※子どもに関する落し物の返還に関する試みを行っていますので、興味のある方は最終ページに

　記載の電話番号までお問合せください。（小学校含）

◎店舗敷地から歩道へのはみ出しには気をつけましょう

後に記載の「はみ出し駐車」もそうですが、広告物や樹木なども適切に管理してください。

歩道の幅を狭めたり低い位置で枝が伸びていたりすると大きな事故につながる事があります。



◎多くの人が利用する事業の問い合せ窓口は出来るだけ連絡手段を多く持っておきましょう

店舗等での対面を除けば多くは電話での対応が一般的ですが、世の中には話せない人や聞こえな

い人がいます。

しかしながら技術の進歩で文字コードを利用することで、聞けたり読めたりすることができます

し、見えない人にもある程度の環境を作ってあげることができます。

可能であれば FAX での受付や、特に電子メールでのやり取りが出来る様な環境を提供してやって

ください。

◎

◎

◎・・・他



地図様違反広告物

◎問題点

１）公共の場や公共物に広告等を許可なく掲出す

　　る行為は法令違反

２）適切に管理されておらず無責任な放置状態

　　　取付方法も危険、町の美観も損ね、更に

　　　朽ちた看板が強風で飛ばされ事故につなが

　　　る事もある

３）店舗等を勝手に掲載し、掲載料を求める

４）民間管理の柵等に勝手に設置することもある

◎お願い

１）屋外広告等の営業が来た場合は、掲出場所や

　　掲出方法を確認し、これらの様な仕様の場合

　　は契約しないでください。

２）ある程度まともな業者は市や県の「屋外広告

　　業登録業者」として公表されているので、登

　　録の確認等を行ってください。（広告代理店

　　との契約の場合は担当する施工業者を確認）

３）広告の契約をする場合は、広告主としての

　　責任も考慮してください。

◎余談

・勝手に取り付けられた物でも何かの事故につな

　がった場合は、その場や設備の管理者も法的責

　任を問われることがあり得るそうです。

◎まちづくり

・自治体が管理する場や設置物にこの様な掲出を

　発見した場合は速やかに、自治体に通報してあ

　げてください。

・自身の管理物に設置等の依頼が来た場合は、出

　来るだけ断る事をお勧めします。

・自身の管理物に勝手に取り付けられていた場合

　は管理者の権限で撤去する事をお勧めします。



店舗前敷地 等 か ら の 　 は み だ し駐車

◎問題点

１）歩道上にはみ出た駐車は基本的に駐車違反

２）状況によっては往来妨害罪

３）写真の様に歩道を完全に塞がれると歩行者は

　　車道上の歩行を強いられる

４）視覚に障害がある人にとっては極めて危険

５）子どもや動物の飛び出しによる事故の可能性

６）運転者のみならず店舗営業者の無責任さ

７）店舗や敷地の管理者や所有者の無責任さ

　※残念ながら写真の様な状況でも警察が駐車違

　　反として処理することは概ね無い様ですが、こ

　　れも大きな問題で。

◎お願い

１）客と言えども、歩道へのはみ出し駐車になる

　　場合は、ちゃんとした駐車場を利用する様に

　　促してください。

２）車での来客が多い場合は事業者がちゃんとし

　　た駐車場を用意してください。

◎余談

・事業を通じて人や地域への迷惑に繋がる切っ掛

　けを作る様な事業者にはならないでください。

・身体に障害を負う可能性は誰にでもあります。

　見えない中で杖を使って一歩二歩先を確認しな

　がら進んだり、車いすでの移動を強いられる様

　な身体になる可能性は誰にでもあります。

　自分自身や自分の愛する人、自分の親や子供が

　その様な身体になってしまって、公道を一人で

　進まなければならなくなった状況を想像してみ

　てください。往来を妨害されて楽しいですか？

　自分の車等で往来を妨害して楽しいですか？

　中には楽しい人もいるから平気で妨害出来るん

　でしょうけど・・・。

・ベビーカーを利用する人にとっても迷惑です。

・車だけの問題ではありませんし、何時どんな人

　がそこを通るかなど、誰にも分かりません。

◎まちづくり

・迷惑や危険性のあるはみ出し駐車で安全対策も

　無く暫く動かない事を推測できる場合は、迷わ

　ずに駐車違反として110番通報してやってく

　ださい。

・店舗事業者や管理者、所有者は、人や地域社会

　の中で事業を行っているという自覚と責任感を

　持って、地域の評価を下げる様な事は極力避け

　てください。

・店舗や敷地の管理業者は、「地域や社会に迷惑

　となる様な状況が確認された場合は、契約を解

　除します」等の内容を入れて契約したり、誓約

　書を取ったり、また管理者として状況の把握や

　改善指導等を適宜行ってください。

・関係者以外の者が利用出来ない様にすることも

　管理者の役目だと思います。



通学路

◎状況例

通学路の指定基準については色々とある様です

が、せめて指定されている道や特に学校の周り

には一層の注意を払っていただければと思いま

す。

上の写真は小学校の校門前にあるゴミ出し場の

状況ですが、金属板が敷かれ角が上に向かって

折れ曲がっていました。何年も前からこの状態

だった様ですが、何かの拍子に子どもがこの上

に倒れた場合、鋭い尖りでないとは言え大怪我

になる可能性は大いにあります。

問題は学校の目の前で、この状態が何故何年間

も放置されているのかということです。

学校長や先生は基本的に通学路や学校周辺の安

全配慮の義務があり、自治体・警察・自治会等

は注意を払うべきで保護者も同じです。

下の写真２枚（同じ場所）は通学路（？）上の

歩道が完全に塞がれている状況です。車の往来

が少ないとは言え歩道を塞いではいけません

し、その事を子どもたちに教えても示しがつき

ません。（この状況がいけないことを教えてあ

げる大人がついて、その場で説明してあげれば

教材にはなるかも知れませんが）

◎お願い

・細かな内容かも知れませんが、子どもたちの

　安全の為にも、公道、特に通学路に於けるあ

　るべき状態やあってはならない状態を関係者

　間で共有してみてください。

◎まちづくり

・不具合に気付いたら速やかに、学校や校区自

　治会等に連絡してあげてください。

・ＰＴＡ活動等もある様なので、地域の点検と

　状態の善し悪しに関する情報の共有を試みら

　れてはどうでしょうか。



街 路 樹

◎状況例

大きな木では歩道を覆う様な形で枝を残し、車道

側には伸びない様に剪定されている事が多い様で

す。見た目は奇麗なのですが、一部では写真の様

に枝が折れて落ちている事が多くあります。

人が通っている所に落ちてくると大変危険です。

特に子どもやベビーカー内の赤ちゃんや走行中の

自転車への直撃は大きな事故につながります。

直撃でなくても、びっくりさせられたり歩道上に

放置されると往来の邪魔になったりします。

３枚目の写真は歩道中央上に伸びた枝に引っか

かって今にも落ちそうだった２ｍ近くある重い枝

を花壇内に下ろした状態です。（枝の処分は近く

の大学関係者に依頼）

落下だけでなく低い位置で硬い枝が歩道へと伸び

ている様な所もありますが、これも結構危険な状

態です。

事故が起こっているのかどうかは分かりません

が、自治体はもう少し状況の把握等を行い、適切

に管理するべきです。

　

◎余談

・街路樹の折れた枝の落下による車の損傷に対す

　る自治体の損害賠償事案も実際に発生していま

　す・・・だから車道側は短く歩道側は長く剪定

　しているのでしょうか？

　人に対する事故は軽視されているのかな？？

◎まちづくり

・大きな枝が頻繁に落下していたり低い位置で歩

　道側に大きく伸びている様な枝がある場合は自

　治体に連絡してやってください。状況によって

　は樹木の撤去を助言してやってください。

・大きな枝などが今にも落ちそうになっている場

　合は、自治会等に伝えて安全確保のための暫定

　処置を依頼してみてください。もし自身で処理

　する場合は自己責任で。。。　



ま ちづくり の 　 こ ころみ

まちづくりや地域の活性化とは、単に見かけの賑わいや一部の経済活動を演出することではなく、

人と地域の結びつきの中から湧き上がって来る現象の結果だと思います。

その基本は地域の資源を活かしながら人やまっとうな事業を育て、社会全体の更なる向上へと繋げ

るために安心安全を含む『住みやすいまち』・『育むまち』を目指し維持することだと思います。

そのためには、目先の損得を抜きにして地域を見守っていただける方が必要です。

地域社会の為に可能な範囲で自分や事業を活かしてみる意欲のある方が必要です。

まちづくりの試みの一環として・・・

Android12 以降のスマホをご利用の方には自治体等への

メール通報や電話連絡を支援するアプリを提供します。

※報酬や補助等は一切無い個人活動になります。

問い合わせは・・・右のQRコードのリンク先から、

または SMSで０９０-３１９８-５０７３までお気軽に！

このアプリは試験的な物で、ちゃんとした仕様の物は自治体や

専門家による製作を期待しています。

公益を損なう状況や事故等につながる恐れがあり対処されるべ

き不具合を発見した場合は、速やかに通報してあげていただけ

ればと思います。

この試みには、不具合対処に関する自治体と自治会等の処理の

切り分けや連携への検討の切っ掛けづくりも含んでいます。

◎不具合の具体的内容

・放置自転車　　　　・違反広告物　　・公共物の破損や盗難

・不法投棄　　　　　・漏水の可能性　・公園遊具等の破損

・路面陥没　　　　　・点字ブロックや側溝蓋の破損

・街路樹等の不具合　・虐待やイジメ

・常習的な迷惑駐輪や駐車の現場

⇒公道に面した店舗事業者に於いては地域や社会に根差す事業者

　としての社会貢献という意味で、せめて店舗周辺の環境につい

　てくらいには関心を持たれてはいかがでしょうか。

⇒個人に於いては散歩中やよく利用する公園等での不具合を含め

　地域の見守りと改善へのきっかけづくりを担っていただければ

　と思います。

企画・配布： 夢企画（太田）０９３－３３０－１０９０（FAX 兼） 携帯 ０９０－３１９８－５０７３


